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Go To トラベルキャンペーンが実施される理由  
～コロナ禍の中で急速に悪化する宿泊業の経営環境と求められる支援～ 

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 
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（要旨） 

○新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、サービス業、特に宿泊業に大きなダメージが生じてお

り、緊急事態宣言解除後も回復ペースは鈍い。 

○政府による Go Toトラベルキャンペーンが 7月 22日から開始されたが、新型コロナウイルスの

感染拡大が続く中で、時期尚早と批判の声も多い。 

○宿泊業は資金借入によって事業を継続している状況である。今後も借入金を積み上げて事業を

継続することになる可能性が高いが、事態が長期化すれば、事業の継続性に問題が生じる企業

が出る可能性がある。この場合、雇用や設備投資にも悪影響が及ぶほか、コロナ収束後のイン

バウンドの収益機会を失うことになる。 

○各地域によって感染状況は異なり、今後も状況は流動的に変化していくため、全国一律ではな

く、都道府県知事など各首長が地域の特性に応じた柔軟な対応が可能になるような仕組みづく

りが求められる。 

 

○新型コロナウイルスの影響により大打撃を受ける宿泊事業者 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、宿泊業をはじめとしたサービス産業が大きなダメージを受

けている。サービス産業の生産活動を捉えた指数である第３次産業活動指数をみると、緊急事態宣言

が発出されていた４・５月の前年同月比は、宿泊業では▲81.5％と、第３次産業活動指数全体の▲

15.1％を大きく下回っており、事業活動に極めて大きな影響が生じていたことが示されている。足も

との状況を宿泊旅行統計調査で確認すると、緊急事態宣言解除後の６月以降であっても宿泊客の戻り

は鈍く、「Go To トラベルキャンペーン」が月末から

開始された月である７月においても、前年の５割を

下回る宿泊者数となっている。 

困窮する観光業を支援するため、政府は８月から

実施予定であった「Go To トラベルキャンペーン」を

７月 22 日開始に前倒しする決定を行ったが、新型コ

ロナウイルスの感染が未だ収まっていない状況の中

での実施に、批判の声も多くあがった。観光業の救

済は、経済再開と感染拡大の抑制との両立が求めら

れる中で、最も両立の難しい課題の一つであると言

えるだろう。 

 

○ 急速に悪化する宿泊業の財務健全性 

 新型コロナウイルスの影響により、宿泊業の財務健全性は大きく悪化している。今回のコロナショ

ックでは、日本銀行による新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ等の実施により、金融機
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出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
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関による貸出姿勢はリーマンショック時ほど悪化しておらず、急速な資金繰りの悪化についてはかな

りの部分が抑制されているものとみられる。もっとも、金融機関による貸出が今後の事業活動の継続

を担保するとは言い切れない。法人企業統計によると、資本金１億円以上の宿泊業において、４-６月

期の借入金（短期借入金と長期借入金の合算金額）は、１-３月期から 3,138 億円増加している。もち

ろん、この中には設備投資等に用いられる資金も含まれていると考えられ、全てを運転資金として借

入が行われているわけではないが、2018 年度の経常利益が 1,196 億円であったことを考慮すると債務

負担は非常に重いものであると考えられる。自己資本比率をみても、宿泊業の自己資本比率は急速に

低下（１-３月期：35.6％→４-６月期：28.3％）している。宿泊業における固定費（2018 年度）は年

間で 8,458 億円1にのぼる。現在のような経営環境が続けば、債務を積み増しながらワクチンや治療薬

の開発を待つことになるが、こうした状況が長期化すれば、事業の継続性に問題が生じる企業が出る

ことは避けられない。「Go To トラベルキャンペーン」は、１か月間で 556 万人が利用しており、鈍い

ながらも宿泊者数の増加に一役買っている。時期尚早との批判が多かった「Go To トラベルキャンペー

ン」だが、少なくとも厳しい環境に立たされている宿泊事業者の支援という面では、一定の効果を挙

げていると考えられる。 

 

 

○ 雇用にも悪影響が 

 宿泊業の低迷が続いた場合、雇用にも影響が生

じる。サービス産業動向調査によると、宿泊業の

従事者数は約 72万人に及ぶ。宿泊業は観光産業

の要となる産業であるため、宿泊業のみならず、

観光業全体を衰退させることにも繋がるだろう。

観光庁によると、国内における観光消費 27.4兆

円によって生じる雇用誘発効果は 441万人とされ

ており（2018年）、宿泊事業者以外にも、近隣の

飲食店や土産物屋といった事業者にも、雇用への

悪影響が及ぶことになるだろう。 

また、これまでに投じられた投資資金の価値も失われることになる。建築着工統計調査によると、

                             
1 法人企業統計における「従業員給与」「従業員賞与」「役員給与」「役員賞与」「福利厚生費」「支払利息等」「動

産・不動産賃借料」「租税公課」の合算金額。 

出所：財務省「法人企業統計調査」 
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宿泊業用建築物の金額として、直近３年間では年間１兆円近くの金額が投じられている。宿泊事業者

が破綻に至った場合、既存施設の活用は難しく、買い手がつかなければその価値は大きく毀損するこ

とになるだろう。 

加えて、将来的なインバウンド収益の逸失も考慮する必要がある。コロナ以前は宿泊施設不足が叫

ばれており、宿泊施設の不足がインバウンド需要を増加させる上での制約条件となっていた。仮に今

後、宿泊業の縮小が進めば、長い目で見れば、コロナ終息後におけるインバウンド需要を取りこぼす

ことに繋がる。観光業は日本における数少ない成長産業になり得る業種であり、コロナ禍の中で多く

の宿泊事業者が事業から撤退することになれば、将来の逸失利益は大きなものになるだろう。 

 

○ 地域の状況を踏まえた判断を 

 もちろん、経済活動再開の中で状況が悪化してしまっては本末転倒であり、経済活動を再開させる

過程で感染が拡大し、かえって人的・経済的な被害が大きくなっては元も子もない。ただ、「Go To ト

ラベルキャンペーン」は状況を見ながら慎重に進められていることにも留意する必要がある。これま

で、感染者の多い東京都の除外や本来 50％の助成であるところを一旦 35％の助成で進めるなど、当初

の決定よりも抑制的に事業が開始されている。このことは、混迷する政策であるとして非難を浴びる

ことにも繋がったが、日々刻々と変化する状況を勘案しながらキャンペーンを進める柔軟性は必要で

あると考えられる。 

とはいえ、各地の状況を勘案した上で国が一律に事業の実施をハンドリングすることは難しい。経

済活動と感染抑制の両立を図る上で求められるのは、全国一律での「Go To トラベルキャンペーン」の

実施ではなく、各首長による判断、もしくは各首長の意見を反映させた上での細やかな実施範囲の策

定であると考えられる。感染状況は各地で異なるし、観光業の地域での重要性もそれぞれ異なってい

る。実際、今回の「Go To トラベルキャンペーン」の実施についても、各知事によって賛成・反対の意

見は分かれている。地域ごとに感染状況や経済全体に占める観光業のウエイトは異なっており、全て

の自治体が同じ方向を向くことは困難である。感染対策を徹底した上で観光客の受入れを行う自治体

もある一方、財政負担を許容した上で観光客の受入れを停止して給付金の実施等で対応する自治体も

あるかもしれない。それぞれの状況に合わせた対応が求められるため、全ての自治体に一元的な対応

を求めることは好ましくないだろう。「Go To トラベルキャンペーン」は国のキャンペーンであるもの

の、各地域の状況・特性に合わせて柔軟に実施されることが経済活動と感染抑制の両立を図る上で重

要になるのではないだろうか。 


